
環境市民厚生常任委員会 
 

 

日 時  令和７年４月３０日（水）  午前１０時００分 ～ 

場 所  全員協議会室 

 

１ 開 議 

 

 

２ 行政報告 

 

【市民生活部】                 

（１）亀岡市税条例等の一部を改正する条例の専決処分報告について 

 

 

３ その他 



 

 

 

 

環境市民厚生常任委員会資料 

 

 

 

 

 

 

 

 

市 民 生 活 部 税 務 課 

 

令和７年４月 

 



※亀岡市税条例改正関連分抜粋

①現行「103万円まで」の子等の給与収入について、「150万円まで」を対象と
する新たな特別控除を創設

②子等の給与収入が「150万円～188万円」の場合、控除額に階段を設けて控除


